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研究要旨 

 

 

A 研究目的 

 平成２９年度までの本研究成果を活用し

て開発された①介護保険施設等被災状況の

全国共通報告様式（FAX紙様式）、②介護保

険施設等被災状況オフサイト見える支援チ

ーム（FAX人力系）、③介護保険施設等被災

状況見える化システム（電子系）の３つの仕

組みを実働訓練において稼働させ、以下３

点を達成すること。 

① 実用性の検証 

② システム改善のための課題抽出 

③ 社会実装に向けた課題整理 

 

B．研究方法 

内閣府主催平成 30 年度大規模地震時医

療活動訓練において研究成果を稼働させ実

証実験を実施した。 

1. 訓練：平成 30年度大規模地震時医療活

動訓練 

2. 日時：2018年 8月 3～ 4日 

3. 想定：南海トラフ大地震発生 

4. 実証実験 

(ア)訓練①【宮崎】：宮崎県において、 

宮崎県庁（調整本部・リエゾン要員

１名と訓練コントローラー１名配

置）、北九州市（見える化支援オフ

内閣府主催平成 30 年度大規模地震時医療活動訓練において ①介護保険施設等被災状

況の全国共通報告様式（FAX 紙様式）、②介護保険施設等被災状況オフサイト見える支援

チーム（FAX 人力系）、③介護保険施設等被災状況見える化システム（電子系）の３つの

仕組みを稼働させて、実用性の検証・システム改善のための課題抽出・社会実装に向けた

課題整理を実施した。訓練は、宮崎県と徳島県で実施され、オフサイトチームと連携する

ことで、ＦＡＸ様式とスマホ入力を統合し単一の被災情報データベース（セントラルデ

ータベース）を構築し、地図上に表示された同データに基づき支援調整を検討すること

に成功した。システムの社会実装・国事業化に向けては、①関係厚労省通知（「災害発生

時における社会福祉施設等の被災状況の把握等について」（平成 29 年 2 月 20 日雇児発

0220 第 2 号 社援発 0220 第 1 号 障 発 0220 第 1 号 老 発 0220 第 1 号 ）との整合性調

整、②オフサイト解析支援チームを含めた体制の強化が特に重要と考えられた。 
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サイトチーム 1名配置）を配置し、

研究成果を活用して県内の被災被

災状況を迅速把握するとともに、

調整本部での支援意思決定に反映

できるかが検証された。各施設か

らの被災状況の送信は、訓練コン

トローラーが代行した。 

(イ)訓練②【徳島】訓練設置された福祉

避難所において被災状況が FAX 報

告様式によって記載する検証が実

施された。 

 

（倫理面への配慮） 

訓練では個人ではなく施設被災情報を収

集処理しており倫理審査を必要とする課題

はない。 

 

C．研究結果 

(ア)訓練①【宮崎】において以下を達成した。

成果と課題は以下の通り。 

■収集されたデータ 

・スマホ電子報告（訓練では本部でダ

ミー入力） ５件 

 ・FAX報告（オフサイトチーム代行入

力） ３０件 

・未入力施設 １４１件 

    ●できたこと 

– オフサイトチームと連携する

ことで、ＦＡＸ様式とスマホ入

力を統合し単一の被災情報デ

ータベース（セントラルデータ

ベース）を構築できた(図 1) 

– 同セントラルデータベースを

参照して施設被災情報をシス

テム地図上で一元可視化でき

た(図２) 

– 同情報が調整本部情報班要員

を通じて本部長に報告された。 

– 調整本部がデータに基づき支

援調整（災害により救急命処置

のために医療機関へ搬送等が

必要な入所者が存在する施設

への DMAT 医療チーム派遣）を

行えた 

●できなかったこと 

– 各施設からの実際の被災報告

（訓練コントローラーが代行） 

– マスタに存在しない施設の情

報登録（システム改修で対処） 

– マスタに登録されている施設

情報の修正（システム改修で対

処） 

– システムに登録される情報の

発生源区分に関する共通認識

の構築（訓練により情報発生源

は以下３つと明確化された①

施設マスタ由来情報（平時に準

備）②スマホユーザーの情報

（平時ないし発災時に入力）③

施設の被災情報（発災時に入

力）） 

– その他、細かなシステムの操作

性改善可能箇所が抽出された 

(イ)訓練②【徳島】において以下を達成した。

成果と課題は以下の通り。 

■収集されたデータ 

 ・ＦＡＸ報告様式１件 

●できたこと 

- 訓練設置された福祉避難所に

おいて被災状況が FAX 報告様

式によって記入され、様式の記

入のしやすさ等が被災施設目
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線で検証された。現場担当者は

迷うことなくスムーズに記載

を完了することができ、現場担

当者にとって記載報告しやす

い情報内容であることが確認

された。 

●できなかったこと 

– 電子システムへの登録（もとも

と利用計画なし） 

 

D．考察 

内閣府主催平成 30 年度大規模地震時医

療活動訓練において研究成果を稼働させ実

証実験を完遂することができた。同訓練は

国内最大規模の防災訓練であり、同訓練の

なかで検証が行われたことは、社会実装に

向けてのインパクトは大きい。以下、検証さ

れた研究成果別に成果と課題を振り返る。 

① 介護保険施設等被災状況の全国共通

報告様式（FAX 紙様式）については、

記載内容、記載量とも適切であるとの

評価が得られた。これは、昨年度研究

において最も時間をかけて吟味し、関

係団体（全国社会福祉協議会、熊本県

社会福祉協議会、介護老人福祉施設

（全国老人福祉施設協議会）、介護老

人保健施設（全国老人保健施設協会）、

介護療養型医療施設（日本慢性期医療

協会）、厚生労働省、北九州市、DMAT

事務局（研究協力者）、DPAT 事務局）

からも意見聴取して作成した経緯が

あり、その取り組み、具体的には報告

する側が理解・報告しやすく、かつ本

部調整に有用な情報を A4用紙一枚の

情報量に厳選したことが、実用性の裏

付けとなったと思われる。 

一方、今後、様式の社会実装を実現

するための課題として、「災害発生時

における社会福祉施設等の被災状況

の把握等について」（平成 29 年 2 月

20日雇児発 0220第 2号 社援発 0220

第 1号 障 発 0220第 1号 老 発 0220

第 1号 ）との整合性が課題として認

知された。同通知では、介護保険施設

を含め社会福祉施設全体を対象とし

て被災状況の報告項目が設定されて

いる。同項目を含めた情報管理体制を

構築することは、被災施設の報告負担

軽減を図るためにも、国事業化を実現

するためにも必須と考えられた。次年

度以降は関係各所との積極的なコミ

ュニケーションをとりつつ、同項目を

包括し、あるいは対象施設を老人保険

施設以外にも拡大可能なシステム設

計に留意して研究開発が推進される

ことが重要と考えられた。 

② 介護保険施設等被災状況オフサイト

見える支援チーム（FAX人力系）につ

いて、宮崎県訓練において FAX報告を

介した被災地外入力体制は有効に機

能した。まず作業量について、訓練と

いえども被災県本部に数十枚に及ぶ

FAX 情報を代行入力する余力はなく、

改めて被災外に作業を集約する効果

が確認された。オフサイトチームはい

わゆるインターネット FAX（FAX で受

信されたファイルはで自動的に指定

された電子メールアドレスに送信さ

れる）を利用しているため、フィジカ

ルに活動の場が制約されることはな

い。被災地外にいる習熟した専門家に

作業を外だしできることのメリット
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は、被災地負荷経験に加え情報管理の

質の向上の観点からも非常に大きい。 

オフサイト見える支援チームの今

後の課題としては、標準業務手順書の

開発ならびに組織体制が指摘される。

同チームの事務局機能は現状では産

業医科大学の本研究体制によって担

われており、今後、より公的かつ永続

的な運用が可能な体制に移行してい

く必要がある。現在、研修を受け検定

に合格した登録隊員数は 60 名にのぼ

っているが、将来的には e-learning

等も活用して全都道府県に人員が配

置されることが望ましいだろう。チー

ムの主力として見込む診療情報管理

士は全国に 3万人以上おり、既に多く

の診療情報管理士から強い参加要望

がきていることから、チームメンバー

の全国配置の達成は十分に可能と思

われる。 

③ 介護保険施設等被災状況見える化シ

ステム（電子系）については、FAX様

式の情報量に限定されていることも

あり、スマートフォンアプリによる入

力は問題なく実施された。また、入力

系（スマートフォンアプリ）と可視化

系（WEBアプリ）が切り分けているこ

とが奏功し、被災報告は ID/PWがなく

てもスマートフォンアプリで実施で

き、一方、入力されたデータは ID/PW

を知る本部担当者のみが閲覧できる

実用性の高い運用を実現できた。 

課題として、現在は Android OS用

のみ整備されているが、iOSアプリ開

発の要望は根強く聞かれ、社会実装に

向けて対応 OS の拡大開発が不可欠と

思われた。施設マスタに存在しない施

設の追加登録ができない等の主要な

課題は訓練後にシステム改修を行い

解消された。 

 

E.結論 

内閣府主催平成 30 年度大規模地震時医

療活動訓練において①介護保険施設等被災

状況の全国共通報告様式（FAX紙様式）、②

介護保険施設等被災状況オフサイト見える

支援チーム（FAX人力系）、③介護保険施設

等被災状況見える化システム（電子系）の３

つの仕組みを稼働させ、総合的な実用性を

確認した。研究成果の社会実装に向けた課

題としては、①関係厚労省通知（「災害発生

時における社会福祉施設等の被災状況の把

握等について」（平成 29年 2月 20日雇児発

0220第 2号 社援発 0220第 1号 障 発 0220

第 1 号 老 発 0220 第 1 号 ）との整合性調

整、②オフサイト解析支援チームを含めた

体制の強化が特に重要と考えられた。 

 

Ｆ．健康危険情報 

  なし 

 

Ｇ．研究発表 

 1. 論文発表 

  なし 

 2. 学会発表 

  なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

  （予定を含む。） 

 1. 特許取得 

  なし 

 2. 実用新案登録 
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  なし 

 3.その他 

  なし 

 

F．研究発表 

 なし 

 

G．知的財産権の出願・登録状況 

なし 
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図1 ＦＡＸ報告とスマホ電子報告が統合された被災情報データベース 

 

 

図2 介護保険施設被災状況の地図上での可視化 
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報告先：介護保険施設被災状況オフサイト見える化支援チーム
厚生労働科学研究賛補助金（長寿科学政策研究事業）による研究成果様式

FAX番号020-4624-2742 ver.20180501A 

介護保険施設等被災状況の全国共通報告様式（すぐに報告）

震度6弱以上地震発生時・気象庁の特別警報発令時には迷わず送信する

報告日： 8
 

月 3
 

日

2. 介護事業所番号
  
゜

 
ー゚ー

  
3. 電話番号098 4. FAX番号

5. 施設住所
 

〒!   
 

（集団l!!1ilしてい碩合は叫翻住所）

（氏名） 1 
00 00

（所属・役職名） 2 
00

6. 連絡窓口
（携帯番号①） 3 090-xxxx-xxxx （電子メ ール） 4 xxx@yyy.zzz 

7. 施設分類

D1介護老人福祉施設
□, 介護老人保健施設

介護療養型医療施設
□, 脊護医療院
□5 その他（

8. 加入団体

i (氏名②）5

i 
△△ △△ 

I'携帯番号②）6080-yyyy-yyyy

D1全国老人福祉施設協議会
D2全国老人保健施設協会
げ日本慢性期医療協会

y l □, その他（
I 口s加入団体なし

予備の

連絡先

11. 施設安全 「尺
施設内にとどまれる（火災・倒壊·河川はん濫
の恐れ等の明らかな危険は察知されていない）

ロ2 避難準備中 ロ3 避難済

12. アクセス 2孤立なし

13. 電気 □ 1 停電中

ロ 1 孤立（自動車による物資調達や支援者の駆けつけが困難・可能性含む）

＼正常ロ2 発電機使用中

14. 水道 口 1 断水 口2 貯水／給水対応中

15. 冷暖房 □1不可

□ 3 井戸水を使用中

I 口 1 不可

ロ 3 不足

18. 災害により、救急救命処置のために医療機関への搬送等が必要な利用者数
19. 現在、施設内にいる利用者数
20. 現在、受け入れている一般住民人数
21. 今後、受け入れ可能な利用者数

。人

グ一
〇

人
人
人

25. 人（不足に図）
＊必要な人数等、状況を具

体的に記載してください。

□ 1介護職 □2 看護師 口 3 ポランティア（人手） □4 その他（

26. 物資

27. その他

28データ電子入力 □完了（入力者名， げ． ＇

.�
 
••

 
ヽ
�

�
�
i'

�
9
;

：��

�

t
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1 

平成２９年２月２０日 

雇児発０２２０第２号 

社援発０２２０第１号 

障 発０２２０第１号 

老 発０２２０第１号 

 都道府県知事  

各 指定都市市長 殿 

  中核市市長 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 

（ 公 印 省 略 ） 

厚 生 労 働 省 社 会 ・ 援 護 局 長 

（ 公 印 省 略 ） 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

（ 公 印 省 略 ） 

厚 生 労 働 省 老 健 局 長 

（ 公 印 省 略 ） 

災害発生時における社会福祉施設等の被災状況の把握等について 

 災害発生時における社会福祉施設等の被災状況については、従前より各都道府県において

これらの情報を収集し、必要な措置を講じていただくとともに、厚生労働省あて適宜情報提

供をお願いしてきたところである。 

 一般的に、社会福祉施設等は、要介護高齢者や障害者など、日常生活上の支援を必要とす

る者が利用する施設であることから、災害発生時には、ライフラインの確保、必要な物資の

供給、被災施設の早期復旧など、施設利用者のニーズに応じて必要な措置を速やかに講じて

いくことが必要である。このような観点に立てば、まずは社会福祉施設等の被災状況を迅速

かつ正確に把握するとともに、被災自治体を始め、厚生労働省などの関係者間で共有した上、

それぞれの役割分担を図りつつ、連携して必要な対策を検討していくことが重要である。 
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 近年、自然災害の発生により、社会福祉施設等において、甚大な被害が生じている事例が

見受けられることから、今般、災害発生時において、社会福祉施設等の被災状況が迅速かつ

正確に情報収集できるよう、下記のとおり、当該情報収集の方法等について、改めて整理を

行うこととしたので、御了知の上、各都道府県、指定都市又は中核市におかれては、貴管内

市区町村（指定都市及び中核市を除く。以下同じ。）、社会福祉施設等及び関係団体に十分周

知を図るとともに、本通知を参照の上、平時から、貴管内において、災害発生時における関

係者の連携体制の構築・強化に向けた取組を推進されたい。 

 なお、本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項の規定に

基づく技術的な助言に該当するものであることを申し添える。 

 

 

記 

 

 

１．平時における取組について 

  災害発生時に、社会福祉施設等の被災状況（以下「被災状況」という。）の把握等を行

うに当たっては、平時から関係者間の連携体制を構築・強化しておくことが重要であるこ

とから、各都道府県、指定都市又は中核市（以下「都道府県等」という。）においては、

以下の取組を推進すること。 

 

（１）被災状況の情報収集に係る取りまとめ部局の明確化 

社会福祉施設等は、様々な施設種別が存在することから、施設ごとの被災状況が漏れ

ることなく、的確に情報収集が行われるとともに、当該情報収集の内容の標準化が図ら

れていることが重要である。 

このため、都道府県等においては、それぞれの施設種別を所管する部局（以下「施設

所管部局」という。）間との連絡調整及び被災状況の情報収集に係る取りまとめを行う

部局（以下「取りまとめ部局」という。）を定めておくこと。 

また、災害発生時においては、取りまとめ部局を中心に、円滑な情報収集を行うこと

ができるよう、取りまとめ部局及び施設所管部局における災害担当者リストを作成し、

当該部局間で共有しておくなど、必要な連絡体制を整備しておくことが望ましい。 

 

（２）管内関係者間のネットワークの構築 

   災害発生時には、膨大かつ被害の状況に応じた様々な業務を行う必要があることから、

特定の部局、機関に業務が集中しないよう、庁内関係部局のほか、庁外関係者間とも連

携体制を構築しておくことが重要である。 
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   このため、都道府県の取りまとめ部局が中心となって、都道府県施設所管部局、防災

担当部局、指定都市及び中核市、市区町村や社会福祉協議会、その他関係団体等とのネ

ットワークづくりを推進するとともに、災害発生時におけるそれぞれの役割分担、連携

体制等について、必要な調整を行っておくことが望ましい。 

 

（３）社会福祉施設等リストの整理 

  ① 施設リストの作成 

    取りまとめ部局は、災害発生時に、迅速かつ的確に被災状況について情報収集を行

い、その結果を踏まえた必要な措置を講じることができるよう、施設所管部局及び管

内市区町村の協力を得て、別紙様式により、都道府県等管内の社会福祉施設等の一覧

表（以下「施設リスト」という。）を作成しておくこと。 

なお、当該施設リストの作成に当たっては、別紙に掲げる「対象施設種別」ごとに、

別紙様式中、「基本情報」欄への記載により行うこと。 

② 都道府県等・市区町村間の役割分担について 

取りまとめ部局は、施設リストに整理した社会福祉施設等について、災害発生時に、

被災状況を、都道府県等及び市区町村がどのような役割分担で情報収集を行うか、必

要な調整を行っておくこと。 

また、社会福祉施設等に対して、できる限り同一の内容について、複数の者が重複

して情報収集を行うことのないよう配慮することが必要であることから、あらかじめ

情報収集を行うにあたって、実施手順や聞き取り内容などの標準化を図っておくこと

が望ましい。 

ただし、災害の状況によっては、上記の役割分担どおりに情報収集を行うことが困

難な場合も想定されることから、都道府県が当該市区町村に代わり、情報収集を行う

など、柔軟に対応できる体制についても検討を行っておくこと。 

  ③ 施設リストの共有について 

    取りまとめ部局は、作成した施設リストを施設所管部局と共有するとともに、適切

に保管し、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課に情報提供を行うこと。 

    なお、都道府県の取りまとめ部局は、管内指定都市及び中核市の施設リストの提供    

を受け、これを適切に保管するとともに、管内市区町村においても施設リストが適切

に保管されるよう、必要な措置を講ずること。 

④ 施設リストの更新について 

取りまとめ部局は、毎年度当初には施設リストの更新を行うこと。なお、基本情報

の更新に当たっては、基本情報のうち、緊急連絡先など災害時の連絡体制に関するも

のを中心に行うことも差し支えないものとする。また、毎年度当初以降に、社会福祉

施設等が新設された場合や「基本情報」欄の情報に変更があった場合には、必要に応
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じて施設所管部局及び管内市区町村の協力を得て、可能な限り施設リストの随時更新

を行うこと。 

 

（４）被災状況の把握方法等の検討 

  ① 被災状況の把握方法等の検討について 

    取りまとめ部局は、災害発生時に、固定電話や防災電話、Ｅメール、ＳＮＳ等具体

的にどのような方法により被災状況を把握するのか、必要な検討を行っておくこと。 

  ② 社会福祉施設等への周知について 

    取りまとめ部局が中心となって、平時から社会福祉施設等に対し、災害により被害

等が生じた場合には、①により検討した方法により、速やかに都道府県等又は市区町

村に対して報告を行うよう、周知を図ること。 

  ③ 食料及び飲料水等の備蓄について 

    都道府県等及び市区町村は、社会福祉施設等に対し、災害の発生により、物資の供

給に支障が生じた場合に備え、入所者及び施設職員の概ね３日間の生活に必要な食料

及び飲料水、生活必需品並びに燃料等の備蓄に努めるよう要請を行うこと。また、併

せて都道府県等及び市区町村においても、災害時に社会福祉施設等に対し必要物資を

供給することができる体制の構築を検討すること。 

ただし、都道府県等又は市区町村が定める条例その他の規則において、別の定めが

ある場合は、この限りではない。 

 

２．災害発生時における対応について 

  実際の災害発生時には、その災害の規模や特性等に応じて、臨機応変に被災状況の把握

等を行うことが重要であることから、都道府県等においては、管内市区町村、社会福祉施

設等及び関係団体等とも十分連携の上、以下の対応を柔軟に行うこと。 

 

（１）社会福祉施設等への被害情報等の収集 

取りまとめ部局は、災害発生時には、施設リストに基づき、都道府県等及び市区町村

とも連携を図りつつ、あらかじめ定めた役割分担、情報収集の方法に従って、速やかに

被害情報等の収集を行うこと。 

なお、被害情報等の収集に当たっては、市区町村から行うほか、関係団体など、あら

ゆる情報源の活用に努めること。 

 

（２）被災状況の厚生労働省への情報提供 

  ① 被災状況の厚生労働省への情報提供について 

取りまとめ部局は、原則として１日に１回、把握した被害情報等について、別紙様
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式に集約した上で、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課あて、メールにより情報提供

を行うこと。また、指定都市、中核市の取りまとめ部局にあっては、厚生労働省への

情報提供と併せて、都道府県へも同様の情報提供を行うこと。 

  ② 重大な被害が生じた場合における情報提供について 

    社会福祉施設等において、「サービス提供の継続に著しい支障のある重大な建物被

害が発生した場合」や「人的被害が発生した場合」には、①による情報提供に先だっ

て、都道府県等又は市区町村から、厚生労働省施設所管部局あて、取りまとめ部局を

経ることなく、直接、被害に関する個別詳細の情報提供を行うこと。（これにより難

い場合は、この限りではない。） 

なお、当該情報提供については、被害情報等を把握次第、速やかに行うこととし、

様式及び方法は問わないものであること。   

③ 被災状況等に応じた柔軟な対応について 

    厚生労働省社会・援護局福祉基盤課及び施設所管部局においては、①及び②に関わ

らず、災害が発生した時間帯や災害規模、被災状況、避難者の動向などを踏まえ、別

紙様式における状況把握項目の追加や対象施設の追加、別紙様式の都道府県等施設所

管部局から厚生労働省の施設所管部局への直接送付など、さらなる対応について協力

を依頼することがある。 

 

 

３．その他 

（１）あらかじめ発生が予想できる災害について 

取りまとめ部局が中心となって、台風等の気象情報により、あらかじめ発生が予想で

きる災害については、気象情報を踏まえ、社会福祉施設等に対して、迅速に施設利用者

の避難が実施されるよう、必要な要請を行うこと。 

 

（２）「対象施設種別」に該当しない通所施設等の取扱いについて 

別紙に掲げる「対象施設種別」に該当しない通所施設等については、あらかじめ施

設リストの作成は要しないこととするが、災害の状況により、これらの被災状況を把

握する必要がある場合も考えられることから、介護サービス情報公表システムなどの

既存情報も最大限有効に活用しつつ、可能な限り、被災状況が把握できる体制の整備

に努めること。 

 

（３）「災害福祉広域支援ネットワークの構築支援事業」の有効活用 

 災害発生時における対応は、１の（２）に記載のとおり、都道府県施設所管部局、防

災担当部局、指定都市及び中核市、市区町村や社会福祉協議会、ボランティア団体など、
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平時において、多様な関係機関とのネットワークが構築されていればいるほど、支援の

幅が広がることにつながるものであることから、各都道府県においては、生活困窮者就

労準備支援事業費等補助金による「災害福祉広域支援ネットワークの構築支援事業」を

有効に活用すること。 

 

（４）夜間・休日等における情報提供 

取りまとめ部局は、夜間・休日等において、重大な被害が生じた場合は、別途連絡す

る厚生労働省社会・援護局福祉基盤課又は施設所管部局の担当者の緊急連絡先に情報提

供を行うこと。なお、当該緊急連絡先は、市区町村あて周知を図ること。 
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（別紙） 

対象施設種別 

 

１ 児童関係施設 

（１）助産施設 

（２）乳児院 

（３）母子生活支援施設 

（４）児童養護施設 

（５）情緒障害児短期治療施設 

（※平成 29年４月１日以降は「児童心理治療施設」と読み替える。） 

（６）児童自立支援施設 

（７）児童自立生活援助事業所 

（８）小規模住居型児童養育事業所 

（９）婦人保護施設 

（10）婦人相談所一時保護施設 

（11）児童相談所一時保護施設 

（12）保育所・認定こども園等 

 

 

２ 障害児者関係施設 

（１）障害者支援施設 

（２）福祉型障害児入所施設 

（３）医療型障害児入所施設 

（４）共同生活援助 

（５）短期入所 

（６）療養介護 

 

 

３ 高齢者関係施設 

（１）老人短期入所施設 

（２）養護老人ホーム 

（３）特別養護老人ホーム 

（４）軽費老人ホーム 

（５）認知症高齢者グループホーム 

（６）生活支援ハウス 

（７）介護老人保健施設 

（８）小規模多機能型居宅介護事業所 

（９）看護小規模多機能型居宅介護看護事業所 
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（別紙） 

（10）有料老人ホーム 

（11）サービス付高齢者向け住宅 

 

 

４ その他施設 

（１）救護施設 

（２）更生施設 

（３）宿所提供施設 
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人
種
別

施
設
名

（
法
人
名
）

電
話
番
号

緊
急
連
絡
先

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

住
所

入
所
者

数
連
絡
確
認
の

有
無

人
的
被
害
の
状
況
建
物
被
害
の
状
況

入
所
者
の

他
施
設
等
へ
の

避
難
の
有
無

備
考

情
報
元

(施
設
担
当
者
)

選
択
式

選
択
式

選
択
式

選
択
式

選
択
式

選
択
式

※
必
要
に
応
じ
て
行
を
追
加
す
る
こ
と
。

※
緊
急
連
絡
先
及
び
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
に
つ
い
て
は
、
災
害
の
状
況
を
踏
ま
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
本
通
知
に
定
め
る
被
災
状
況
の
迅
速
な
把
握
等
の
目
的
の
範
囲
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
省
関
係
部
局
及
び
関
係
団
体
と
こ
れ
を
共
有
す
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
御
了
知
願
い
た
い
こ
と
。

○
○
県
　
社
会
福
祉
施
設
等
の
被
災
状
況
整
理
表
【
高
齢
者
関
係
施
設
】

【
平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
　
○
○
：
○
○
現
在
】

基
本
情
報

（
あ
ら
か
じ
め
記
載
し
て
お
く
項
目
）

被
害
情
報
等

（
災
害
発
生
時
に
記
載
す
る
項
目
）
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（
別
紙
様
式
）

全
体
N
O

担
当
N
O

被
害
確
認

担
当
自
治
体

所
在

市
町
村

施
設
種
別

法
人
種
別

施
設
名

（
法
人
名
）

電
話
番
号

緊
急
連
絡
先

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

住
所

入
所
者

数
連
絡
確
認
の

有
無

人
的
被
害
の
状
況
建
物
被
害
の
状
況

入
所
者
の

他
施
設
等
へ
の

避
難
の
有
無

備
考

情
報
元

(施
設
担
当
者
)

選
択
式

選
択
式

選
択
式

選
択
式

選
択
式

選
択
式

※
必
要
に
応
じ
て
行
を
追
加
す
る
こ
と
。

※
緊
急
連
絡
先
及
び
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
に
つ
い
て
は
、
災
害
の
状
況
を
踏
ま
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
本
通
知
に
定
め
る
被
災
状
況
の
迅
速
な
把
握
等
の
目
的
の
範
囲
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
省
関
係
部
局
及
び
関
係
団
体
と
こ
れ
を
共
有
す
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
御
了
知
願
い
た
い
こ
と
。

○
○
県
　
社
会
福
祉
施
設
等
の
被
災
状
況
整
理
表
【
そ
の
他
施
設
】

【
平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
　
○
○
：
○
○
現
在
】

基
本
情
報

（
あ
ら
か
じ
め
記
載
し
て
お
く
項
目
）

被
害
情
報
等

（
災
害
発
生
時
に
記
載
す
る
項
目
）
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（別添） 

「被災状況整理表」記載要領 

 

 「（別紙様式）社会福祉施設等の被災状況整理表」については、以下に示す要領により記

載すること。 

 

（留意事項） 

１．施設リストの作成に当たっては、別紙に掲げる「対象施設種別」ごとに、別紙様式中、

「基本情報」欄への記載により行うこと。 

 

２．「基本情報」欄の情報に変更があった場合には、可能な限り随時更新を行うとともに、

少なくとも毎年度当初には更新を行うこと。 

 

３．災害発生時に、本様式により厚生労働省に情報提供する際は、情報の時点を記載するこ

と。また、情報提供については原則として１日に１回行うともに、前回提出したときから加

筆修正した箇所が分かるよう、セルを黄色で着色すること。 

 

４．「人的被害の状況」が、「１．死亡者あり」または「２．負傷者あり」、「建物被害の状況」

が「１．サービス提供の継続に支障がある重大な被害あり」となっている施設については、

厚生労働省に対し、この様式による情報提供に加え、被害等の個別詳細の報告を行うこと。 

 

（１）「基本情報」欄について 

  ①「被害確認担当自治体」欄 

   各施設について、被害情報等の収集を行う担当都道府県・市町村名を記載する。 

 

  ②「所在市町村」欄 

   施設の所在地の市町村名について記載する。 

 

  ③「施設種別」欄（プルダウン設定） 

   「（別紙）対象施設種別」に掲げる施設種別から選択し記載する。 

 

  ④「法人種別」欄（プルダウン設定） 

   法人種別に応じて選択し記載する。 

 

  ⑤「緊急連絡先」欄 

   固定電話がつながらない場合に連絡をとることができる連絡先を記載する。 
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（別添） 

（２）「被害情報等」欄について 

  ①「連絡確認の有無」欄（プルダウン設定） 

  「１．有」「２．無」の選択肢から選択し記載する。 

 

  ②「人的被害の状況」欄（プルダウン設定） 

   「１．死亡者あり」「２．負傷者あり」「３．被害なし」の選択肢から選択し記載する。 

なお、選択の判断基準ついては、次に示すとおりとする。 

   「１．死亡者あり」…施設利用者に死亡者が発生した場合に選択する。 

   「２．負傷者あり」…施設利用者に負傷者が発生した場合に選択する。 

  「３．被害なし」…施設利用者に人的被害がなかった場合に選択する。 

  （留意点）２つ以上に該当する場合は、被害の大きい方の選択肢を記載する。 

 

  ③「建物被害の状況」欄（プルダウン設定） 

  「１．サービス提供の継続に支障がある重大な被害あり」「２．サービス提供の継続

に支障はないが、重大な被害あり」「３．軽微な被害あり」「４．被害なし」の選択肢か

ら選択し記載する。 

なお、選択の判断基準ついては、次に示すとおりとする。 

   「１．サービス提供の継続に支障がある重大な被害あり」…施設建物に施設のサービ

ス提供の継続に必要な機能が失われるほどの建物被害が発生した場合に選択する。 

   「２．サービス提供の継続に支障はないが、重大な被害あり」…施設建物におおむね

８０万円以上（保育所については４０万円以上）の建物被害が発生した場合に選択

する。 

   「３．軽微な被害あり」…施設建物におおむね８０万円未満（保育所については４０

万円未満）の建物被害が発生した場合に選択する   

「４．被害なし」…施設建物に建物被害がなかった場合に選択する。 

  （留意点）２つ以上に該当する場合は、被害の大きい方の選択肢を記載する。 

 

 ④「入所者の他施設等の避難の有無」欄（プルダウン設定） 

「１．有」「２．無」の選択肢から選択し記載する。 

 

 ⑤「備考」欄 

  「人的被害の状況」、「建物被害の状況」、「入所者の他施設等の避難の有無」その他災

害により発生した被害の状況について詳細等を記載する。 

 

⑥「情報元（施設担当者）」欄 

 被害状況等の報告を行った施設の担当者を記載する。 
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（
別
紙
様
式
）

全
体
N
O

担
当
N
O

担
当

自
治
体

所
在

市
町
村

施
設
種
別

法
人
種
別

施
設
名

（
法
人
名
）

電
話
番
号

緊
急
連
絡
先

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

住
所

入
所
者

数
連
絡
確
認
の

有
無

人
的
被
害
の
状
況
建
物
被
害
の
状
況

入
所
者
の

他
施
設
等
へ
の

避
難
の
有
無

備
考

情
報
元

(施
設
担
当
者
)

選
択
式

選
択
式

選
択
式

選
択
式

選
択
式

選
択
式

1
1

A
県

B
市

老
人
短
期
入

所
施
設

社
会
福
祉
法

人
○
○
ホ
ー
ム

○
○
―
○
○
○

○
○
―
○
○
○

○
○
＠
○
○

○
県
○
市
○
―
○

5

2
2

A
県

B
市

特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム

社
会
福
祉
法

人
○
○
園

○
○
―
○
○
○

○
○
―
○
○
○

○
○
＠
○
○

○
県
○
市
○
―
○

1
0

3
3

A
県

B
市

認
知
症
高
齢

者
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム

社
会
福
祉
法

人
○
○
ホ
ー
ム

○
○
―
○
○
○

○
○
―
○
○
○

○
○
＠
○
○

○
県
○
市
○
―
○

1
5

4
4

A
県

C
市

有
料
老
人

ホ
ー
ム

株
式
会
社

○
○
園

○
○
―
○
○
○

○
○
―
○
○
○

○
○
＠
○
○

○
県
○
市
○
―
○

1
0

5
5

A
県

C
市

老
人
短
期
入

所
施
設

社
会
福
祉
法

人
○
○
ホ
ー
ム

○
○
―
○
○
○

○
○
―
○
○
○

○
○
＠
○
○

○
県
○
市
○
―
○

1
5

6
6

A
県

C
市

特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム

社
会
福
祉
法

人
○
○
園

○
○
―
○
○
○

○
○
―
○
○
○

○
○
＠
○
○

○
県
○
市
○
―
○

5

7
1

B
市

B
市

認
知
症
高
齢

者
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム

社
会
福
祉
法

人
○
○
ホ
ー
ム

○
○
―
○
○
○

○
○
―
○
○
○

○
○
＠
○
○

○
県
○
市
○
―
○

1
0

8
2

B
市

B
市

有
料
老
人

ホ
ー
ム

株
式
会
社

○
○
園

○
○
―
○
○
○

○
○
―
○
○
○

○
○
＠
○
○

○
県
○
市
○
―
○

1
5

9
3

B
市

B
市

老
人
短
期
入

所
施
設

社
会
福
祉
法

人
○
○
ホ
ー
ム

○
○
―
○
○
○

○
○
―
○
○
○

○
○
＠
○
○

○
県
○
市
○
―
○

1
0

1
0

1
C
市

C
市

特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム

社
会
福
祉
法

人
○
○
園

○
○
―
○
○
○

○
○
―
○
○
○

○
○
＠
○
○

○
県
○
市
○
―
○

1
5

1
1

2
C
市

C
市

認
知
症
高
齢

者
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム

社
会
福
祉
法

人
○
○
ホ
ー
ム

○
○
―
○
○
○

○
○
―
○
○
○

○
○
＠
○
○

○
県
○
市
○
―
○

1
0

1
2

3
C
市

C
市

有
料
老
人

ホ
ー
ム

社
会
福
祉
法

人
○
○
園

○
○
―
○
○
○

○
○
―
○
○
○

○
○
＠
○
○

○
県
○
市
○
―
○

1
5

※
必
要
に
応
じ
て
行
を
追
加
す
る
こ
と

○
○
県
　
社
会
福
祉
施
設
等
の
被
災
状
況
整
理
表
【
高
齢
者
関
係
施
設
】

【
平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
　
○
○
：
○
○
現
在
】

基
本
情
報

（
あ
ら
か
じ
め
記
載
し
て
お
く
項
目
）

被
害
情
報
等

（
災
害
発
生
時
に
記
載
す
る
項
目
）

①
平
時
の
取
り
組
み

あ
ら
か
じ
め
、
別
紙
に
掲
げ
る
「対
象
施

設
」
ご
と
に
、
「基
本
情
報
」
欄
に
必
要
事

項
を
記
載
し
、
「施
設
リ
ス
ト
」を
作
成
し
て

お
く
。
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（
別
紙
様
式
）

全
体
N
O

担
当
N
O

担
当

自
治
体

所
在

市
町
村

施
設
種
別

法
人
種
別

施
設
名

（
法
人
名
）

電
話
番
号

緊
急
連
絡
先

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

住
所

入
所
者

数
連
絡
確
認
の

有
無

人
的
被
害
の
状
況
建
物
被
害
の
状
況

入
所
者
の

他
施
設
等
へ
の

避
難
の
有
無

備
考

情
報
元

(施
設
担
当
者
)

選
択
式

選
択
式

選
択
式

選
択
式

選
択
式

選
択
式

1
1

A
県

B
市

老
人
短
期
入

所
施
設

社
会
福
祉
法

人
○
○
ホ
ー
ム

○
○
―
○
○
○

○
○
―
○
○
○

○
○
＠
○
○

○
県
○
市
○
―
○

5
１
．
有

３
．
被
害
な
し

４
．
被
害
な
し

２
．
無

○
○

2
2

A
県

B
市

特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム

社
会
福
祉
法

人
○
○
園

○
○
―
○
○
○

○
○
―
○
○
○

○
○
＠
○
○

○
県
○
市
○
―
○

1
0

3
3

A
県

B
市

認
知
症
高
齢

者
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム

社
会
福
祉
法

人
○
○
ホ
ー
ム

○
○
―
○
○
○

○
○
―
○
○
○

○
○
＠
○
○

○
県
○
市
○
―
○

1
5

１
．
有

２
．
負
傷
者
あ
り
４
．
被
害
な
し

２
．
無

落
下
物
に
当
た
り
軽
傷
○
○

4
4

A
県

C
市

有
料
老
人
ホ
ー

ム
株
式
会
社

○
○
園

○
○
―
○
○
○

○
○
―
○
○
○

○
○
＠
○
○

○
県
○
市
○
―
○

1
0

5
5

A
県

C
市

老
人
短
期
入

所
施
設

社
会
福
祉
法

人
○
○
ホ
ー
ム

○
○
―
○
○
○

○
○
―
○
○
○

○
○
＠
○
○

○
県
○
市
○
―
○

1
5

6
6

A
県

C
市

特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム

社
会
福
祉
法

人
○
○
園

○
○
―
○
○
○

○
○
―
○
○
○

○
○
＠
○
○

○
県
○
市
○
―
○

5
１
．
有

３
．
被
害
な
し

２
．
サ
ー
ビ
ス
提
供

の
継
続
に
支
障
は

な
い
が
、
重
大
な

被
害
あ
り

２
．
無

A
棟
の
壁
に
大
き
な
ひ

び
○
○

7
1

B
市

B
市

認
知
症
高
齢

者
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム

社
会
福
祉
法

人
○
○
ホ
ー
ム

○
○
―
○
○
○

○
○
―
○
○
○

○
○
＠
○
○

○
県
○
市
○
―
○

1
0

１
．
有

３
．
被
害
な
し

４
．
被
害
な
し

１
．
有

近
く
の
小
学
校
に
避
難

中
○
○

8
2

B
市

B
市

有
料
老
人
ホ
ー

ム
株
式
会
社

○
○
園

○
○
―
○
○
○

○
○
―
○
○
○

○
○
＠
○
○

○
県
○
市
○
―
○

1
5

9
3

B
市

B
市

老
人
短
期
入

所
施
設

社
会
福
祉
法

人
○
○
ホ
ー
ム

○
○
―
○
○
○

○
○
―
○
○
○

○
○
＠
○
○

○
県
○
市
○
―
○

1
0

1
0

1
C
市

C
市

特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム

社
会
福
祉
法

人
○
○
園

○
○
―
○
○
○

○
○
―
○
○
○

○
○
＠
○
○

○
県
○
市
○
―
○

1
5

1
1

2
C
市

C
市

認
知
症
高
齢

者
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム

社
会
福
祉
法

人
○
○
ホ
ー
ム

○
○
―
○
○
○

○
○
―
○
○
○

○
○
＠
○
○

○
県
○
市
○
―
○

1
0

1
2

3
C
市

C
市

有
料
老
人
ホ
ー

ム
社
会
福
祉
法

人
○
○
園

○
○
―
○
○
○

○
○
―
○
○
○

○
○
＠
○
○

○
県
○
市
○
―
○

1
5

※
必
要
に
応
じ
て
行
を
追
加
す
る
こ
と

○
○
県
　
社
会
福
祉
施
設
等
の
被
災
状
況
整
理
表
【
高
齢
者
関
係
施
設
】

【
平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
　
○
○
：
○
○
現
在
】

基
本
情
報

（
あ
ら
か
じ
め
記
載
し
て
お
く
項
目
）

被
害
情
報
等

（
災
害
発
生
時
に
記
載
す
る
項
目
）

②
災
害
発
生
時
の
対
応

担
当
自
治
体
ご
と
に
施
設
の
被
害
情
報

等
を
収
集
し
、
「被
害
情
報
等
」
欄
に
記
載

す
る
。

と
り
ま
と
め
部
局
が
集
約
し
た
上
、
原
則

と
し
て
１
日
１
回
、
厚
生
労
働
省
に
情
報

提
供
を
行
う
。
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（
別
紙
様
式
）

全
体
N
O

担
当
N
O

担
当

自
治
体

所
在

市
町
村

施
設
種
別

法
人
種
別

施
設
名

（
法
人
名
）

電
話
番
号

緊
急
連
絡
先

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

住
所

入
所
者

数
連
絡
確
認
の

有
無

人
的
被
害
の
状
況
建
物
被
害
の
状
況

入
所
者
の

他
施
設
等
へ
の

避
難
の
有
無

備
考

情
報
元

(施
設
担
当
者
)

選
択
式

選
択
式

選
択
式

選
択
式

選
択
式

選
択
式

1
1

A
県

B
市

老
人
短
期
入

所
施
設

社
会
福
祉
法

人
○
○
ホ
ー
ム

○
○
―
○
○
○

○
○
―
○
○
○

○
○
＠
○
○

○
県
○
市
○
―
○

5
１
．
有

３
．
被
害
な
し

４
．
被
害
な
し

２
．
無

○
○

2
2

A
県

B
市

特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム

社
会
福
祉
法

人
○
○
園

○
○
―
○
○
○

○
○
―
○
○
○

○
○
＠
○
○

○
県
○
市
○
―
○

1
0

3
3

A
県

B
市

認
知
症
高
齢

者
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム

社
会
福
祉
法

人
○
○
ホ
ー
ム

○
○
―
○
○
○

○
○
―
○
○
○

○
○
＠
○
○

○
県
○
市
○
―
○

1
5

１
．
有

２
．
負
傷
者
あ
り
４
．
被
害
な
し

２
．
無

落
下
物
に
当
た
り
軽
傷
○
○

4
4

A
県

C
市

有
料
老
人
ホ
ー

ム
株
式
会
社

○
○
園

○
○
―
○
○
○

○
○
―
○
○
○

○
○
＠
○
○

○
県
○
市
○
―
○

1
0

5
5

A
県

C
市

老
人
短
期
入

所
施
設

社
会
福
祉
法

人
○
○
ホ
ー
ム

○
○
―
○
○
○

○
○
―
○
○
○

○
○
＠
○
○

○
県
○
市
○
―
○

1
5

6
6

A
県

C
市

特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム

社
会
福
祉
法

人
○
○
園

○
○
―
○
○
○

○
○
―
○
○
○

○
○
＠
○
○

○
県
○
市
○
―
○

5
１
．
有

３
．
被
害
な
し

２
．
サ
ー
ビ
ス
提
供

の
継
続
に
支
障
は

な
い
が
、
重
大
な

被
害
あ
り

２
．
無

A
棟
の
壁
に
大
き
な
ひ

び
○
○

7
1

B
市

B
市

認
知
症
高
齢

者
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム

社
会
福
祉
法

人
○
○
ホ
ー
ム

○
○
―
○
○
○

○
○
―
○
○
○

○
○
＠
○
○

○
県
○
市
○
―
○

1
0

１
．
有

３
．
被
害
な
し

４
．
被
害
な
し

２
．
無

施
設
に
被
害
が
な
い
こ

と
が
確
認
で
き
た
た
め
、

帰
園

○
○

8
2

B
市

B
市

有
料
老
人
ホ
ー

ム
株
式
会
社

○
○
園

○
○
―
○
○
○

○
○
―
○
○
○

○
○
＠
○
○

○
県
○
市
○
―
○

1
5

9
3

B
市

B
市

老
人
短
期
入

所
施
設

社
会
福
祉
法

人
○
○
ホ
ー
ム

○
○
―
○
○
○

○
○
―
○
○
○

○
○
＠
○
○

○
県
○
市
○
―
○

1
0

１
．
有

３
．
被
害
な
し

３
．
軽
微
な
被
害

あ
り

２
．
無

○
○

1
0

1
C
市

C
市

特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム

社
会
福
祉
法

人
○
○
園

○
○
―
○
○
○

○
○
―
○
○
○

○
○
＠
○
○

○
県
○
市
○
―
○

1
5

１
．
有

２
．
負
傷
者
あ
り
４
．
被
害
な
し

２
．
無

転
ん
だ
際
に
ね
ん
ざ

○
○

1
1

2
C
市

C
市

認
知
症
高
齢

者
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム

社
会
福
祉
法

人
○
○
ホ
ー
ム

○
○
―
○
○
○

○
○
―
○
○
○

○
○
＠
○
○

○
県
○
市
○
―
○

1
0

1
2

3
C
市

C
市

有
料
老
人
ホ
ー

ム
社
会
福
祉
法

人
○
○
園

○
○
―
○
○
○

○
○
―
○
○
○

○
○
＠
○
○

○
県
○
市
○
―
○

1
5

※
必
要
に
応
じ
て
行
を
追
加
す
る
こ
と

○
○
県
　
社
会
福
祉
施
設
等
の
被
災
状
況
整
理
表
【
高
齢
者
関
係
施
設
】

【
平
成
○
○
年
○
○
月
○
○
日
　
○
○
：
○
○
現
在
】

基
本
情
報

（
あ
ら
か
じ
め
記
載
し
て
お
く
項
目
）

被
害
情
報
等

（
災
害
発
生
時
に
記
載
す
る
項
目
）

③
災
害
発
生
時
の
対
応

新
た
な
情
報
が
入
っ
た
と
き
は
、
変
更

箇
所
が
分
か
る
よ
う
に
セ
ル
を
着
色
し
、

情
報
を
更
新
。
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